
 

平成２８年度第３回射水市生活支援・介護予防サービス推進協議会 

 

日時：３月２８日（火）午後２時 

場所：庁舎３階 ３０６会議室 

 

次 第 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事  

（１）総合事業指定サービス事業の指定状況等について         【資料１】 

 

（２）射水市地域支え合いネットワークモデル事業の進捗状況等について 【資料２】 

 

（３）一般介護予防事業について（きららか射水１００歳体操）     【資料３】 

 

（４）今後のスケジュール（案）について              【資料４】 

 

３ 閉  会 
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１ 総合事業指定サービス事業の指定状況等について 

 

１ 事業概要等 

  介護保険法の改正に伴い、介護予防の取組みを強化し、高齢者等が住み慣れた地域で自立した日常

生活を営むことができるよう、既存の介護事業所による介護予防訪問介護（以下「ホームヘルプサー

ビス」という。）及び介護予防通所介護（以下「デイサービス」という。）に加え、地域の実情に応じ

て、地域住民等の多様な主体による多様な生活支援サービスの創出を目指すものである。 

 

２ 総合事業の構成と対象者 

 総合事業の対象者は、要支援認定で要支援１・２と判定された人や基本チェックリストで生活機能

の低下がみられ、要支援相当と判定された人である。 

(1) 事業所等サービス 

  ①提供サービス 

４月から提供するサービスは、ホームヘルプサービス、デイサービスともに『現行型』と『緩和

型』の２類型で展開する。 

『現行型』：介護保険法に基づく施設及び人員等の基準により提供するサービス 

『緩和型』：現行型の基準を緩和し、より簡易な生活援助を提供するサービス 

   

 ②サービス提供体制 

市内のほぼ全ての介護事業所において、従前同様の『現行型』サービスが提供される。また、市

内 15の事業者が『緩和型』サービスについて提供する見込みである。 

 

 

 

 

 

(2) サービス利用手続き 

 要支援相当の高齢者が、サービスを利用する場合、新規申請、更新申請に関わらず、次の区分に 

 より手続きを行うこととなる。 

 ①利用するサービスが、事業所等サービス及び住民型サービスのホームヘルプサービスやデイサー

ビスのみの場合 

 新たに実施することとなる『基本チェックリスト』の手続きを行う。 

 

 ②利用するサービスが、福祉用具のレンタルや訪問看護など、又は、それらのサービスとホームヘ

ルプサービスやデイサービスを併用する場合 

 これまで同様、要支援認定の手続きを行う。 

（手続きは、市地域福祉課又は各地域包括支援センターが相談窓口となり対応していく。） 

 

 (3) 費用負担 

   総合事業のサービス利用料金は、介護給付と同じく利用者等の所得に応じてサービス費用の１割 

   又は２割の負担となる。また利用料金の水準は、現行型サービスについては、現在提供しているサ 

    ービスと同等水準となり、緩和型サービスについては、８割程度となる見込みである。 

 

訪問介護・介護

予防訪問介護

事業所 

通所介護・介護予防通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 
計 

現行型 16 30 46 

（内）緩和型 5 10 15 

資料 １ 
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射水市地域支え合いネットワークモデル事業の進捗状況等について 

 

１ 概要 

(1) 住民型サービス 

  ①提供体制 

   生活支援体制整備事業の推進により、地域住民による「住民型」サービスを順次、普及さ

せていく。 

  『住民型』：地域住民の地域支え合い体制による簡易な生活援助を提供するサービス 

 

 ②体制整備と担い手の育成 

    地域での支え合い体制の整備を図るため、市内の６団体が、射水市地域支え合いネットワ

ークモデル事業を実施し、地域ごとに地域課題会議を開催するなど、協議を重ねながら生活

支援サービスの創出等に取り組んでいる。 

 また、その他の地域については、モデル事業実施地域の成果等を情報共有しながら支え合

い体制づくりの機運を醸成し、早期の事業着手を促進していく。 

 地域で支え合いを実践し、生活支援サービスの提供を担う担い手の育成については、住民

サポーター講演会や研修会を開催し、ボランティアの人材育成・確保に努めていく。 

 

  ③住民型サービスを展開予定のモデル事業実施団体（平成２９年３月現在） 

 地域振興会 地区社会福祉協議会 

実施地域（6か所） 

三ケ地域振興会 

南太閤山地域振興会 

大島地域振興会 

下地区まちづくり地域振興会 

庄西地区社会福祉協議会 

七美地区社会福祉協議会 

 

   

２ 講演会・研修会 

  住民サポーター講演会 

 (1) 概要 

    地域包括ケアシステムの基盤となる地域での支え合い体制を推進するための講演会の開催 

 (2) 対象 

    地域振興会、地区社会福祉協議会、まちづくり大学卒業生、ヘルスボランティア 

   （参加者数６７人） 

 (3) 日程・講師 

   ア 平成２９年２月１日 午後１時３０分から 

   イ 射水市大島社会福祉センター 大ホール（射水市小島 700-1） 

   ウ 講師 公益財団法人さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子 氏 

      ※県による「後援」 さわやか福祉財団は「協力」 

 (4) 内容 

  ・基調講演「支え合える地域をめざして」 

  ・助け合い体験ゲーム 

資料 ２ 
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  ・グループワーク 

 (5) アンケート結果 

  ・大変参考になった/参考になった 

   講演「支え合える地域をめざして」・・・96.2% 

   助け合い体験ゲーム       ・・・92.5% 

   グループワーク         ・・・94.3％ 

  ・地域に助け合い活動がありますか？ 

   ある・・・66.0%   ない・・・18.9%   分からない・未記入・・・15.1% 

  ・今後の講演会で聞きたいこと 

   マンパワーの集合、集結をはかる方法、アイディア等知りたい 

   紹介された取り組みの先進地における現場から出てきた課題、問題点と解決に向け努力され 

  たことが聞きたい 

   実施されているところの事例を参考にしたい 

   コーディネーター、リーダーなどなり手探し、体制づくりの方法  など 

 

  住民サポーター研修会 

 (1) 概要 

    地域での支え合い体制に従事される人を対象とした研修会の開催 

 (2) 対象 

    地域支え合いネットワークモデル事業実施地区 （参加申込者数３７人） 

 (3) 日程・講師 

   ア 平成２９年３月２２日 午前９時００分から午後３時３０分まで 

   イ 射水市役所庁舎 

   ウ 講師 市、第２層生活支援コーディネーター、包括支援センター、認定心理士 

   エ 午前の部：総合事業のめざすもの、コミュニケーション技法、高齢期を理解しよう 

     午後の部：認知症の方への接し方、活動のポイント 

 

３ 今後について 

 (1) 実施地区 

    モデル事業の成果や課題を他地区と情報共有しながら、順次実施地区を増やし、平成３３ 

  年までには市内全域での体制整備を図っていく。 平成 29年度 ４地区（全 10地区） 

 (2) 講演会・研修会 

    住民サポーター講演会や研修会を行うとともに、第３層生活支援コーディネーター研修に 

  ついて開催を検討する。 



一般介護予防事業について（きららか射水１００歳体操） 

 

１ きららか射水１００歳体操の実施状況について 

（１）目的 

   高齢者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、簡単で誰にでもでき、

介護予防に効果のある「100 歳体操」を広く普及啓発する。また、地域住民のやる気を

引き出し、身近な場所で主体的に取り組む 100 歳体操のグループが広がるよう継続支援

を行う。 

 

（２）対象 

   射水市内に住所を有する概ね６５歳以上の一般高齢者 

 

（３）実施方法 

ア 普及型（出前講座） 

老人クラブや地域ふれあいサロン、ボランティア団体等の依頼により市や地域包括

支援センターの職員が出向き、100歳体操の出前講座を実施する。 

 

イ 定着型 

出前講座を受講し、一定の条件で申込のあったグループに対し、市や地域包括支援

センターの職員が体操の技術指導や体力測定を実施し、自主的に継続できるよう支援

する。 

 

 

（４）事業評価 

   定着型実施グループに定期的な体力測定を実施することで事業評価を行う。 

 

 普及型 定着型 

対象 
老人クラブや地域ふれあいサロ

ン、ボランティア団体等 

一定の条件で申込のあったグループ 

【実施条件】 

５人以上で週１回、３か月以上継続 

内容 

出前講座として行う 

・100歳体操の紹介 

（運動の効果や実施内容） 

・100歳体操（簡易版）の体験 

初回から１か月間（４回）、３か月後（１

回）６か月後（１回）の計６回は体操指

導や体力測定等の支援を行う。その後

は、住民主体で週１回体操を継続する。 

時間 体操は４５分程度 

必要 

物品 

・椅子、テレビ、ＤＶＤプレイ

ヤー、体操ＤＶＤ等の必要物

品は市や包括支援センターで

調整し、準備する。 

・椅子、テレビ、ＤＶＤプレイヤーは住

民で準備する。 

・体操ＤＶＤは市から提供する。 

・開始から３か月間は重りバンドを貸出 

する。 

資料 ３ 
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１ 住民主体の通いの場立ち上げのための取組み（平成28年度活動紹介） 
 

凡例 新規で立ち上がった通いの場 

・地域福祉課、地域包括支援センター、保健センター
の担当者14名で100歳体操ワーキンググループを立ち
上げ、実施に向けて協議した。 
 
 共通認識を持ちながら意見を出し合い、事業をすすめた 
 100歳体操 → 【きららか射水100歳体操】として普及 
 

・高知市版100歳体操をもとに射水市の出演者で実施 
する 【きららか射水100歳体操DVD】を作成した。 
 
 
 住民に親しみを持って 
 実施してもらう工夫 
 
 
 

・市民病院ほか市内事業所の理学療法士にDVD作成
や職員への体操指導などの協力をもらった。 
 
 100歳体操の主旨や事業内容を説明し、協力をもらうことで 
 連携が図れた 

取り組みのポイント等 

H29.2月末時点 
２７グループ実施中 

（５） きららか射水１００歳体操実施状況 

２ 

・ワーキンググループで住民への普及啓発方法（出前講
座のプレゼン内容やパンフレットの作成等）について検討
し、統一資料を作成した。 
 
・7月に「きららか射水100歳体操講演会」を開催し、約400
名が参加した。その後、8月から申込のあった地域の団体
へ出前講座（普及型）を開始した。  
 
・出前講座は地域福祉課、5か所の地域包括支援セン

ター、保健センターのどこでも受付可能とし、希望の日程
でスタッフが対応できない場合は各所で協力し合って 
実施している。 

 
普及型 H29年2月末現在 50か所、約1400人が参加 
 

・その他ケーブルテレビ、地元ニュース、新聞での紹介、
市役所ロビーでの体操DVD放映などで普及啓発を行って
いる。 
 

立ち上げ（動機づけ）のために工夫していること 
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 定着型（地域包括支援センターの継続支援内容） 
 
 ◎ 体操開始１か月間 
   １回目：実施にあたっての注意事項説明、体力測定 
   ２回目：体操のポイント説明 
           ※包括職員が実施 
              最初は不安があったが、ＰＴから指導を受け経験を積んでいる 

   ３回目：住民主体で実施 を見守り 
   ４回目：住民主体で実施 を見守り 
      

 ◎ ３か月後、６か月後、１年後 
   体力測定 
   （握力測定、開眼片足立ち、ＴＵＧ、５ｍ歩行） 

  H29年2月末現在 27か所、431人が参加 

 
・住民主体で取り組めるよう（世話役に負担が多くならないよう） 参加者皆でできることを実施 
 していくようスタッフが関わる。 
・体力測定の実施により、参加者が自分の体力を確認し、意欲を高めることができるよう工夫 

２ 住民主体の通いの場を継続するための取組み（平成28年度活動紹介） 

４ 

継続のために工夫していること 

参加者皆で片付け実施 

無理せず体操しましょう 
続けることが大切ですよ～ 

５ｍ歩行測定中… 

３ 体操の効果 

３ 

仲間がいる
から・・・ 

来週も 
くるよ～! 

立ったり座ったりが 
楽になったの! 

何だか 
楽しいわ 

まだまだ 
若いもんには負けんよ 
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・ 市内全域で定着型グループが今後も増えるよう 普及啓発の実施 
・ ３か月継続、６か月継続するグループが増えてくるので、飽きずに長く継続できるような 
 支援方法の検討 
・住民の要望に応えられるよう支援スタッフの確保 

 
・実施しているグループの体力測定結果等について評価し、射水市の体操の効果をパン 
 フレットや出前講座で普及啓発 
・市内の介護サービス事業所やケアマネジャーに、介護予防の取り組みのひとつとして 
 100歳体操を理解してもらえるよう会議や研修会で周知 
 （インフォーマルサービスとしての周知をはかり、利用者の近所で実施している100歳 
  体操の参加につなぐなどの仕組みづくり） 
・体操を継続している方々の研修会、交流会を実施 
・地域包括支援センターの職員だけでなく、地域福祉課、保健センター職員もスタッフとして 
 加わり、出前講座や継続支援を実施 
 （二次予防事業対象者への通所型介護予防事業をきららか射水100歳体操へシフトしていくなど事業の整理も実施） 

４ 住民主体の通いの場を拡大していくための課題・今後の計画 

５ 

（２）今後の計画 

（１）課題 



スケジュール表 

 

実施月 生活支援体制整備事業 事業所対応 

3月 

 

 

 

 

平成 29年度 

 6月 

 

 

6月～8月 

 

7月 

9月 

 

 

 

 

平成 30年 

 1月 

○射水市地域支え合いネットワーク事業（仮）  

 法令・要綱等整備 

○住民型サービスの開始（４月以降順次） 

 

 

 

○地域つくりかえ講座 

 ・「ボランティア入門」（男性中心） 

 ・「住みよい地域って？福祉の視点から考えてみよう！」 

 ・「負担の少ない介護技術講座」家族介護編（2回シリーズ） 

 ・「負担の少ない介護技術講座」介護従事者編（2回シリーズ） 

○第３層生活支援コーディネーター研修会（仮） 

○住民サポーター講演会 

 

 

 

 

 

○住民サポーター研修会 

 

 

 

平成 29年 8月・平成 30年 2月を予定 

◆平成２９年度射水市生活支援・介護予防サービス推進協議会 

3月・随時 

○緩和型及びみなし指定以外の指定事業者の指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月～12月 

○みなし指定事業所にかかる指定の案内及び申請受付 

 

 

 

1月～3月 

○みなし指定事業所の指定にかかる審査及び決定通知 

 

 

 

 

 

資
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